
                     議 案 第 ９ ２ 号     

 

 

丹 波 少 年 自 然 の 家 事 務 組 合 規 約 の 変 更 に 係 る 協 議 に つ い  

   て  

 

 

丹 波 少 年 自 然 の 家 事 務 組 合 規 約 を 別 記 の と お り 変 更 す る こ と に つ

い て 構 成 団 体 と 協 議 す る た め ， 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７

号 ） 第 ２ ９ ０ 条 の 規 定 に よ り ， 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

 

 

 

   令 和 ５ 年 ８ 月 ３ １ 日 提 出  

 

 

               伊 丹 市 長  藤  原   保  幸     

議９２



丹 波 少 年 自 然 の 家 事 務 組 合 規 約 の 一 部 を 変 更 す る 規 約  

 丹 波 少 年 自 然 の 家 事 務 組 合 規 約 （ 昭 和 ５ ４ 年 丹 波 少 年 自 然 の 家 事  

務 組 合 規 約 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 す る 。  

 第 １ ４ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 解 散 し た 場 合 の 事 務 の 承 継 及 び 決 算 審 査 ）  

第 １ ５ 条  組 合 が 解 散 し た 場 合 に お い て は 、 丹 波 市 が そ の 事 務 を 承  

 継 す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 組 合 の 管 理 者 が 調 製 し た 決 算 に つ い て は 、  

 丹 波 市 の 監 査 委 員 が 審 査 を 行 い 、 そ の 意 見 を 付 け て 丹 波 市 の 議 会  

 の 認 定 に 付 す も の と す る 。  

   附  則  

１  こ の 規 約 は 、 兵 庫 県 知 事 の 許 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。  

議９２-２＊




